
  

 

第 3 章 重点施策 

 

第１章  重点施策 

本計画の基本理念である「ゆたかな自然と歴史のもと“国際市民”を育むまち」の実現に

向けて効果的な推進を図るために、次の 5 つの重点施策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆたかな自然と歴史のもと、
“国際市民”を育むまち

4．青少年の体験学習
環境の整備

5．市民が主体の国際
交流の推進

3．市民生活に根ざした
図書館サービス

の充実

1．生涯学習拠点の
設置・運営

2．魅力ある公民館
活動の推進
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1. 生涯学習拠点の設置・運営 

 

（1） 目的 

生涯学習の推進においては、市民が主体的に学ぶことのできる学習拠点の整備

が重要です。 

このようなことから、市民が高い意欲を持って学ぶことができ、生きがいや

自己実現を図ることのできる学習拠点を整備するとともに、魅力ある市民講座

の開設等についても充実を図ります。 

 

 

（2） 事業内容 

明治大学・成田社会人大学運営事業、生涯大学院運営事業など 

 

 

 

2. 魅力ある公民館活動の推進 

 

（1） 目的 

公民館は、多くの市民や団体が学習し、またその成果を発表する、地域の学習

拠点といえます。公民館の魅力が高まることは、市民の学習意欲を高め、地域の

連帯感を向上させ、地域文化の創造にもつながります。 

地域のコミュニケーション活動の充実を図るため、魅力ある公民館活動の推進

に努めます。 

 

 

（2） 事業内容 

公民館講座教室等開催事業、公民館まつり事業など 
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3. 市民生活に根ざした図書館サービスの充実 

 

（1） 目的 

図書館は、情報拠点として広く市民に親しまれており、読書の普及、促進は、

文化的教養を深め、生涯学習においても重要といえます。学習の多様化、高度化

するニーズに応える資料の提供を行うなど、社会情勢に即したサービスを行って

います。 

また、図書の貸出のほかにも、映画上映や、視聴覚サービスなど市民に親しま

れているサービスを提供していますが、今後もさらに市民のニーズを捉えたサー

ビスの充実を図ります。 

 

 

（2） 事業内容 

図書館事業、視聴覚ライブラリー運営事業、市史編さん事業など 

 

 

 

4. 青少年の体験学習環境の整備 

 

（1） 目的 

青少年の健全育成を図るには、学校教育を充実させることに加え、学校以外で

の学習活動を積極的に推進することも重要となります。自然体験学習や地域や世

代を越えた交流を図ることにより、豊かな「こころ」とたくましい「からだ」が

育まれ、青少年の健全な成長につながります。そのような体験学習活動が日常的

に行われ、青少年がのびのびと、たくましく育つ環境の整備に努めます。 

 

 

（2） 事業内容 

子ども体験学習セミナー事業など 
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5. 市民が主体の国際交流の推進 

 

（1） 目的 

 

本市には、国際空港があり、友好・姉妹都市や本市を訪れる外国人との交流を

通じて、国際理解教育や世界的視野を育むための活動を積極的に推進します。 

また、国際交流イベントの開催、外国人相談、各種講座・施設情報の提供等

国際交流の支援を行います。 

 

（2） 事業内容 

国際市民フェスティバル開催事業、国際交流事業など 
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